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町⽥市の待機児童の状況

u令和４年４⽉１⽇時点では75名。
u２番⽬に多い国分寺市の25名を⼤きく引き離す。
u令和3年4⽉1⽇時点の待機児童は76名なので1年間で
１名の減少。

児童福祉法 第⼆⼗四条 市町村は、この法律
及び⼦ども・⼦育て⽀援法の定めるところによ
り、保護者の労働⼜は疾病その他の事由により、
その監護すべき乳児、幼児その他の児童につい
て保育を必要とする場合において、次項に定め
るところによるほか、当該児童を保育所（認定
こども園法第三条第⼀項の認定を受けたもの及
び同条第⼗⼀項の規定による公⽰がされたもの
を除く。）において保育しなければならない。

保育を必要とする⼦どもに、
保育を提供するのは市町村の責務



東京都のシッター助成導⼊⾃治体

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bs4nendo.html

u対象者
1 保育所等の0～5歳児クラスに相当する待機
児童の保護者
2 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年
間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕
生日から
復職する保護者（復職日以降、利用できま
す。）
3 夜間帯保育を必要とする保護者



https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bs4nendo.html



u町⽥市ではすでにシッターの利⽤に
関して市⺠にアンケートを実施

uニーズの把握は確認ができた。



町⽥市でシッター助成を⾏わない理由は︖

①保護者の経済的負担︖

②サービスの安定供給︖

③制度の継続性︖

u多くの⾃治体で継続して
サービス提供されている
が、町⽥市ではなぜシッ
ター助成を⾏えない︖

u待機児童に対して保育を
提供するのは市町村の責
務だが、その責務を果た
すための代替策は。


